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確定給付企業年金法施行規則（ＤＢ規則）の一部を改正する省令
の施行等に伴う財政運営に係る特例的扱い等について

区分 DB DC PBO その他

内容 法令等 制度 運用 その他

必須ご対応
事項（※）

あり なし

※事業主及び企業年金基金にてご対応いただく必要がある
題材が含まれている場合に「あり」と表示しています。

◆令和２年１２月９日に、ＤＢ規則の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第１９７号）が
公布・施行（注１）、及び関連する通知並びに事務連絡が発出（注２）されました。

◆同省令に関しパブリックコメントの結果（注３）が公示されましたが、提出意見を踏まえた案の修
正はありませんでした。

財政運営に係る特例的扱い

１．掛金の引上げ又は追加拠出の猶予

○改正内容：事業所の経営状況悪化により事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれ
ること等の条件（※１）をすべて満たした場合に、財政再計算による掛金引上げ又は
非継続基準抵触による追加拠出を一定期間内に限り猶予すること（※２）

猶予の特例を受ける場合には、その旨を規約に規定することが必要

２．償却すべき過去勤務債務の額の特例

〇改正内容：令和2年3月31日～令和4年3月31日を事業年度末とする事業年度の財政検証で継続基
準に抵触した場合に、特別掛金として償却すべき過去勤務債務の額については、許
容繰越不足金の全部又は一部を控除することが可能

特例の適用を受ける場合には、その旨を規約に規定することが必要

（注1）省令 https://kanpou.npb.go.jp/old/20201209/20201209h00390/20201209h003900001f.html

（注2）通知「ＤＢ規則の一部を改正する省令の公布について」(令和2年12月9日年発1209第1号)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000168720.pdf

通知「ＤＢの財政運営に係る特例的扱い等について」(令和2年12月9日年企発1209第2号)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000168722.pdf

事務連絡「ＤＢの財政運営に係る特例的扱い等に係る規約例」(令和2年12月9日)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000168785.pdf

（注3）パブリックコメントの結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495200259&Mode=1

前号までは、こちらのＵＲＬ（企業年金の広場）からご覧いただけます。
https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/consulting/plaza/index.html

○別添資料(詳細版)：
『財政運営に係る特例的扱い等について』

（※１）拠出の支障見込のほかに必要な猶予条件 （※２）猶予内容

掛金の
引上げ

令和3年4月1日～令和4年3月31日に財政再計算
結果に基づく掛金の適用日が到来し、当該財政
再計算結果に基づく掛金が前回の財政計算の掛
金を上回ること

財政再計算結果に基づく掛金の適用日から
１年以内の期間は、前回の財政計算の掛金
以上財政再計算結果に基づく掛金以下の範
囲内の掛金額とすることが可能

追加
拠出

令和3年4月1日～令和4年3月31日に非継続基準
抵触による特例掛金の追加拠出をすることとな
る事業年度の初日が到来すること

追加拠出をすることとなる事業年度に追加
拠出する額は、（０以上）追加拠出するこ
ととなる額以下の範囲内とすることが可能

https://kanpou.npb.go.jp/old/20201209/20201209h00390/20201209h003900001f.html
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000168720.pdf
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000168722.pdf
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000168785.pdf
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495200259&Mode=1
https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/consulting/plaza/index.html

